
使用済小型家電の回収をしています
　パソコン（ブラウン管式は除く）、携帯電話、電気ストーブ、電子レンジなどの小型
家電には、鉄や銅などのベースメタル、リチウム、チタン、マンガン、白金などのレア
メタルが使われています。市では、小型家電に使用されているベースメタルやレアメタ
ルなどをリサイクル（再利用）するため、市公共施設４ヵ所に回収ボックスを設置して
家庭で不要となった使用済小型家電を回収しています。
　ごみの減量化、資源化のため皆さんのご協力をお願いします。

【回収ボックス設置場所】縦15㎝、横25㎝程度のもの
　・つがる市役所庁舎　市民課　　　・つがる市稲垣出張所
　・つがる市森田公民館　　　　　　・つがる市車力出張所

【回収ボックスに入らない対象品目は最終処分場で回収しています。】
　・つがる市一般廃棄物最終処分場

※回収品目については見直される場合があります。ご了承下さい。
※電池が内蔵されている製品は電池を取り外してください。

ＣＳ専用アンテナ

ＢＳ／ＣＳアンテナ

ケーブルテレビ用ＳＴＢ

ＣＳデジタルチューナー

ＥＴＣユニット

ＢＤレコーダープレーヤー

ＤＶＤ－ビデオデッキ

ＡＣアダプタ

ビデオプロジェクション

プロジェクタ

家庭用ミシン

ＶＩＣＳユニット

家庭用生ごみ処理機

プラグ・ジャック

アンプ

電子レンジ

電気照明器具

カーチューナー

カーＤＶＤ

カーラジオ

カーナビゲーションシステム

カーステレオ

カースピーカー

カーＣＤプレーヤー

カーアンプ

カーＭＤ

扇風機

電気温水器

換気扇

食器洗い乾燥機

クッキングヒーター

炊飯器

電気アイロン

電気暖房機器

ミキサー

電気ドリル

電気のこぎり

その他電動工具

トースター

日本語ワープロ

【パソコン（デスクトップ型はハードディスク部分のみ）】の回収は
市役所  市民課窓口で回収しています。
回収ボックスに入らない家電は市役所  市民課窓口で回収します。

通信機器 携帯電話端末（スマートフォン、PHS端末含む）タブレット端末

事業系ごみの処理方法

■事業活動によるごみは許可業者に依頼してください

　商店や事務所などから出される事業系ごみは、一般廃棄物と産業廃棄物

に区分し、専門の収集運搬業許可業者に処理を依頼するか、事業者自らの

責任で処理することになっています。事業系ごみは市では収集しません。

※つがる市一般廃棄物最終処分場へ搬入できません。

事業系一般廃棄物は、次の方法で処理してください

①自らが排出したごみを直接処理場へ搬入する。

　■処理手数料が必要です

　■搬入できるごみは市内で発生したごみに限られます

②一般廃棄物処理業者の許可を受けた業者へ依頼する。

　■市の許可を受けた業者に依頼してください

※収集や処理料金などは業者と個別契約となります。業者名など
　詳しいことは市役所市民課にお問い合わせください。
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